
（定義） （定義）

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め 第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 るところによる。

(１)・(２)　（略） (１)・(２)　（略）

(３)　特段の事情　当該空き家を容易に管理することが困難な事情として、

次のいずれかに該当するものとする。

ア　経済的困窮：　世帯全員が住民税非課税である場合など

イ　身体的・精神的理由：　高齢や病気により、近隣に住んでいても実質

的な管理や解体手続が困難な場合

ウ　権利関係の複雑化：　他の共有者等が遠方にいる等の理由により、合

意形成に長期間を要したことが証明できる場合

エ　その他町長が容易に管理することが困難な事情と認める場合

（補助対象者） （補助対象者）

第４条　（略） 第４条　（略）

２　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象 ２　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象

者としない。 者としない。

(１)・(２)　（略） (１)・(２)　（略）

(３)　第９条に規定する申請者の他に所有者がある場合において、補助対象 (３)　第８条に規定する申請者の他に所有者がある場合において、補助対象

老朽危険空き家の除却について、全ての所有者の同意を得られない者。た 老朽危険空き家の除却について、全ての所有者の同意を得られない者。た

改正案 現行
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だし、紛争等が生じた場合の誓約書（様式第１号）の提出ができる者につ だし、紛争等が生じた場合の誓約書（様式第１号）の提出ができる者につ

いては、この限りでない。 いては、この限りでない。

(４)～(７)　（略） (４)～(７)　（略）

(８)　当該老朽危険空き家が所在する住所区画と同一の地区内、又はこれに

隣接する地区内に住所を有し、かつ当該空き家を容易に管理することが可

能であると認められる者

(９)　第２条第１項第３号に定める「特段の事情」がないにもかかわらず、

長期間にわたり適切な管理や除却を怠ってきたと町長が認める者

(10)　（略） (８)　（略）

（補助対象外）

第５条　次の各号のいずれかに該当する場合は、本補助金の交付対象外とす

る。

(１)　所有者等が当該空き家の利活用又は除却の意思決定を故意に回避し、

単に資産の維持や解体費用の公的負担を待つ目的で放置していた場合

(２)　町からの適正管理に関する助言・指導を過去に受けていながら、正当

な理由なくこれに従わず、危険な状態を助長させた場合

(３)　物品の保管（倉庫又は物置としての利用）を主目的として継続的に使

用されており、居住の実態がないまま意図的に老朽化させた場合

(４)　営利を目的とした事業用の倉庫として使用されている場合

改正案 現行
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(５)　住宅用地特例（固定資産税の軽減）の継続を唯一の目的として解体を

先延ばしにしていた場合、又は除却直後の土地転売により過度な利益を得

る目的がある場合

（補助対象工事） （補助対象工事）

第６条　（略） 第５条　（略）

２　（略） ２　（略）

（補助対象経費） （補助対象経費）

第７条　（略） 第６条　（略）

（補助金の額等） （補助金の額等）

第８条　補助金の額は、補助対象経費に２分の１を乗じて得た額（1,000円未 第７条　補助金の額は、補助対象経費に２分の１を乗じて得た額（1,000円未

満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とし、40万円を限度とする。 満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とし、50万円を限度とする。

（事前調査） （事前調査）

第９条　（略） 第８条　（略）

２　（略） ２　（略）

（補助金交付の申請等） （補助金交付の申請等）

改正案 現行
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第10条　申請者は、事業に着手する前に平内町老朽危険空き家除却促進事業補 第９条　申請者は、事業に着手する前に平内町老朽危険空き家除却促進事業補

助金交付申請書（様式第４号）に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しな 助金交付申請書（様式第４号）に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しな

ければならない。 ければならない。

(１)　老朽危険空き家管理状況及び放置理由等申告書（様式第５号）

(２)　平内町老朽危険空き家除却促進事業実施（変更）計画書（様式第６号 (１)　平内町老朽危険空き家除却促進事業実施（変更）計画書（様式第５号

） ）

(３)　（略） (２)　（略）

(４)　（略） (３)　（略）

(５)　（略） (４)　（略）

(６)　（略） (５)　（略）

(７)　（略） (６)　（略）

(８)　（略） (７)　（略）

(９)　（略） (８)　（略）

(10)　（略） (９)　（略）

（交付決定） （交付決定）

第11条　町長は前条に規定する申請書が提出された場合は、その内容を審査 第10条　町長は前条に規定する申請書が提出された場合は、その内容を審査

し、適当であると認めるときは、平内町老朽危険空き家除却促進事業補助金 し、適当であると認めるときは、平内町老朽危険空き家除却促進事業補助金

交付決定通知書（様式第７号）により申請者に通知するものとし、不適当と 交付決定通知書（様式第６号）により申請者に通知するものとし、不適当と

認めるときは平内町老朽危険空き家除却促進事業補助金不交付決定通知書 認めるときは平内町老朽危険空き家除却促進事業補助金不交付決定通知書

改正案 現行
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（様式第８号）により申請者に通知するものとする。 （様式第７号）により申請者に通知するものとする。

（申請内容の変更） （申請内容の変更）

第12条　申請者は、補助金の交付の決定後において、事業の内容を変更しよう 第11条　申請者は、補助金の交付の決定後において、事業の内容を変更しよう

とするときは、平内町老朽危険空き家除却促進事業補助金変更申請書（様式 とするときは、平内町老朽危険空き家除却促進事業補助金変更申請書（様式

第９号）に第10条第１号から第10号までに掲げる書類のうち当該変更に係る 第８号）に平内町老朽危険空き家除却促進事業実施（変更）計画書（様式第

書類を添えて町長に提出しなければならない。 ５号）及び第９条第２号から第７号までに掲げる書類のうち当該変更に係る

書類を添えて町長に提出しなければならない。

２　町長は、前項の申請があったときは、平内町老朽危険空き家除却促進事業 ２　町長は、前項の申請があったときは、平内町老朽危険空き家除却促進事業

補助金変更承認通知書（様式第10号）により申請者に通知するものとする。 補助金変更承認通知書（様式第９号）により申請者に通知するものとする。

（工事の着手） （工事の着手）

第13条　（略） 第12条　（略）

（申請の取下げ） （申請の取下げ）

第14条　申請者は、補助金の交付の決定後において、平内町老朽危険空き家除 第13条　申請者は、補助金の交付の決定後において、平内町老朽危険空き家除

却促進事業補助金申請を取下げようとする場合は、平内町老朽危険空き家除 却促進事業補助金申請を取下げようとする場合は、平内町老朽危険空き家除

却促進事業補助金申請取下書（様式第11号）を町長に提出しなければならな 却促進事業補助金申請取下書（様式第10号）を町長に提出しなければならな

い。 い。

２　町長は前項の申請取下書の提出があったときは、その内容を精査した上 ２　町長は前項の申請取下書の提出があったときは、その内容を精査した上

改正案 現行
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で、平内町老朽危険空き家除却促進事業補助金申請取下承認書（様式第12号 で、平内町老朽危険空き家除却促進事業補助金申請取下承認書（様式第11号

）により申請者に通知するものとする。 ）により申請者に通知するものとする。

（完了報告） （完了報告）

第15条　申請者は老朽危険空き家解体工事が完了したときは、完了の日から起 第14条　申請者は老朽危険空き家解体工事が完了したときは、完了の日から起

算して30日以内に、平内町老朽危険空き家除却促進事業完了報告書（様式第 算して30日以内に、平内町老朽危険空き家除却促進事業完了報告書（様式第

13号）に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。 12号）に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(１)～(４)　（略） (１)～(４)　（略）

（補助金の額の確定） （補助金の額の確定）

第16条　町長は、前条の規定による事業完了報告書の提出があったときは、そ 第15条　町長は、前条の規定による事業完了報告書の提出があったときは、そ

の内容を審査し、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定 の内容を審査し、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定

し、平内町老朽危険空き家除却促進事業補助金確定通知書（様式第14号）に し、平内町老朽危険空き家除却促進事業補助金確定通知書（様式第13号）に

より申請者に通知しなければならない。 より申請者に通知しなければならない。

（補助金の請求） （補助金の請求）

第17条　前条の規定による通知を受けた申請者は、平内町老朽危険空き家除却 第16条　前条の規定による通知を受けた申請者は、平内町老朽危険空き家除却

促進事業補助金交付請求書（様式第15号）を町長に提出するものとする。 促進事業補助金交付請求書（様式第14号）を町長に提出するものとする。

（補助金の返還） （補助金の返還）

改正案 現行
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第18条　（略） 第17条　（略）

（補則） （補則）

第19条　（略） 第18条　（略）

改正案 現行
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様式第２号（第９条関係） 様式第２号（第８条関係）

改正案 現行
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様式第３号（第９条関係） 様式第３号（第８条関係）

改正案 現行
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様式第４号（第10条関係） 様式第４号（第９条関係）

改正案 現行
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改正案 現行
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様式第５号（第10条関係） 様式第５号（第９条、第11条関係）

改正案 現行
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改正案 現行

（13）



改正案 現行
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様式第６号（第10条、第12条関係） 様式第６号（第10条関係）

改正案 現行

（15）



様式第７号（第11条関係） 様式第７号（第10条関係）

改正案 現行

（16）



様式第８号（第11条関係） 様式第８号（第11条関係）

改正案 現行

（17）



様式第９号（第12条関係） 様式第９号（第11条関係）

改正案 現行

（18）



様式第10号（第12条関係） 様式第10号（第13条関係）

改正案 現行

（19）



様式第11号（第14条関係） 様式第11号（第13条関係）

改正案 現行

（20）



様式第12号（第14条関係） 様式第12号（第14条関係）

改正案 現行

（21）



様式第13号（第15条関係） 様式第13号（第15条関係）

改正案 現行

（22）



様式第14号（第16条関係） 様式第14号（第16条関係）

改正案 現行

（23）



様式第15号（第17条関係）

改正案 現行

（24）
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